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日本の宮殿における建築と空間の志向に関する素描

溝口正人
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1.宮殿建築に関する考察の視点

日本に現存する宮殿建築は、東京にある皇居宮殿(新宮殿)

と京都御苑に残る京都御所[図1]の2例である。皇居宮殿

は戦後の民主主義憲法下で建造されたものであり、京都御所

は近世における復古主義の流れの中で古代の宮殿形式を参

照しつつ建造された。現代においては、皇居宮殿が宮殿とし

て機能して国家儀礼や外交儀礼で用いられているが、戦前ま

では一世一代の天皇の即位儀式は京都御所で挙行されてい

た。少なくとも近世末から現代までに関しては、宮殿の機能

が現存する建築との関係で具体的にわかる。

皇居の位置づけが国家における天皇の位置づけの変化と

密接な関係にあることは、改めて強調するまでもない。京都、

東京の現存宮殿建築の相違が示すように、古代から近代に至

る日本の宮殿建築の動向を概観すると、王権の表象としての

宮殿に求められた社会的機能の時代的な相違を反映して、各

時代で異なる建築形式が選択されたと理解できる。

一方、時代の変化に対応した建築的な動態を整理する中で、

王権に関わる建築種として日本の宮殿建築に通底して指摘

できる志向性、あるいは形式も指摘できるはずである。しか

しながら従来の日本建築史研究においては、近代以降では西

欧化の新たな動向に注目が集まり、近世以前では古代以来の

時系列での変遷に関心が向いてきたことは否めない。このよ

うな近世以前と近代との学問的時代観の不連続を背景とし

て、宮殿建築に対する考察も時代の相違を越えた分析が十分

なされてきたとは言い難いのではないか。

共時的な視点からの分析は、また東アジア周辺諸国との比

較を通じて、日本の宮殿建築が特殊なものなのか、あるいは

普遍性を持ちうるものかという考察も可能とする。さらに広

く世界に視野を広げるならば、王権に関わる建築種としての

宮殿の根源的な志向を見いだすことも可能だろう。異なる時

代や地域において構築されたモノとしての建物(building)

から建築文化(architecture)の形成過程を考察することが
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建築史学の存在意義であるとしたならば、宮殿建築は建築史

における重要な考察対象となる。

国王や皇帝は極めて政治的な存在で、その活動は王権に付

随する様々な儀式や行為 と関係づけられるから、活動の場と

なる宮殿は王の居所として大きく二つの社会的機能を持っ

ていることになる。第一にこのような王権に関わる様々な儀

式の場であること、第二に王統を継ぐ王家の生活、あるいは

家系維持の場、つまり王の住まいであることである。この社

会的機能の相違は、「公」と 「私」という対置 される言葉に

換言でき、それがそのまま空間的な相違に置換できる。日本

文化の諸相にも関係する宮殿建築についての 「公」「私」の

概念による分析は、時代の相違を越えたある種の有効性を持

ちうるものと推測しうるだろ う。

日本史における古代と近代は、天皇が国家の中心に位置づ

けられて天皇の居所である宮殿の政治的・社会的意味が大き

く問われた時代であった。時代的な隔た りから従来は同様な

視点で比較検討がな されることが少なかった古代 と近代の

宮殿建築であるが、王の居所としてみるならば、共通点を見

いだすこともできるだろう。

そこで本稿では、天皇が再び国家の中心に位置づけられる

こととなった近代の宮殿建築、すなわち明治宮殿について、

「公」と 「私」とい う空間的な場に採用 された建築形式を分

析 し、そこにみられる建築的な志向を明らかにする。そ して

同様な構図が設定 しうるか、明治宮殿に見られる志向を遡っ

て古代宮殿建築に照射することで、王権の表象 としての宮殿

にどのような形で 「公」「私」の概念が建築的に具体化 して

いたか、共時的な視点から考察す ることとしたい。

2.明 治宮殿にみる二つの空間 ・二つの施設

現在の皇居宮殿(新 宮殿)は 、近代国家の宮殿として明治

21年(1888)に 完成 した明治宮殿(皇 居宮殿)が 第2次 世界

大戦下の空襲で焼失 した後、天皇が国家の象徴として位置づ

けられることとなった日本国憲法下で建造されたもので、昭

和43年(1968)に 完成 した。明治宮殿 とは建物配置は異な

るものの、正殿、豊明殿 といった建物名称とそれらの機能に

示されるように、近代国家の宮殿として新たに建造された明

治宮殿を参照している。

明治宮殿は、現在の皇居宮殿と同じ旧江戸城西丸に建設 さ

れた。前述の通 り宮殿建築はいつの時代もどの国家において

も、国家を体現する点で同様な性格があるものともいえるが、

近代化、すなわち西欧化を目指す明治政府にとっては、近代

国家を体現する王宮のもつ社会的意味は大きく、その建設は

国家的な事業であった。そ して明治維新を迎えた 日本では、

古代以来の空間構成を引き継ぐべき宮殿建築も西欧化 とい

う新たな変化に対応する必要が生じた。明治宮殿は、宮殿建

築が社会的な課題にどのように対応 したかを示す典型的な

事例であり、当時の資料から建設経緯と採用された建築形式

が明 らかとなる。

明治宮殿に関 しては、小野木重勝の先駆的な研究があり

(小野木重勝1983、 同1988)、 近年、山崎鯛介は建造の経

緯 とともに意匠的な特徴の分析 を行ってお り(山 崎鯛介

2003他)、 宮内省内匠寮に関しての活動もまとめられている

(皇室建築2005)。 これらの成果をもとに、宮殿における「公」

と 「私」の空間的な相違 と建築 との関係について、至近の事

例となる明治宮殿で確認 しておくこととしよう。

2-1.二 つの空間 儀礼空間と居住空間

明治における宮殿整備の過程に関しては、前述、小野木、

山崎の研究にまとめられている。明治天皇の江戸行幸に際し

て、文久3年(1863)に 焼失 したままであった本丸御殿跡

に宮殿の造営が計画されるが実現せず、文久4年7月 に将軍

の仮御殿 として完成 した旧江戸城西ノ丸仮御殿の建物を利

用 して御在所とされた。 しかし明治6年(1873)に は西ノ

丸御殿 も焼失し、旧紀州藩江戸中屋敷が 「赤坂仮皇居」とさ

れた。西欧に準 じた近代的な儀式典礼に対応 した宮殿の整備

が急務 とされた当時、西ノ丸御殿の焼失後、直ちに新宮殿造

営が上奏 されたものの、明治天皇の意向、西南の役などの政

情から新宮殿造営は見送 られ、この赤坂仮皇居宮殿での施設



の拡充が図 られた。

赤坂仮皇居では、ド・ボアンビルの設計によるレンガ造2

階建、ネオバロック様式の謁見所 ・会食堂が計画 されて明治

9年9月 に着工する。近代 日本の宮殿には、西欧の宮廷儀式

の中核を占める謁見と会食(饗 宴)に 対応 した空間として洋

風の意匠と建築形式が採用される必然性があったと理解で

きる。ただし工事途中の同12年3月 の地震によってレンガ

造の建築は罹災 し、結局建設は中止 となる。一方、赤坂仮皇

居ではボアンビルの計画とは別に、明治12年 に天皇、皇后

の常御座所が完成 し、同14年 には賓客接待の場 として御会

食所が木造で建設された。

赤坂仮皇居に先行する西ノ丸皇居では、新年朝賀などが大

広間(江 戸城時代の旧大広間)や 正殿(旧 白書院)、小御所

(旧御休息問)で 行われた。床が絨毯敷きに改められて暖炉

やガラス障子が導入されるなど、洋式の朝儀の導入に合わせ

た改変が行われたとい う(山 崎鯛介2005)。 ただし基本構成

は江戸城御殿として建造された旧建物を踏襲している。また

外国賓客の宿泊や接待の饗宴では、幕末に浜御殿の西洋館 と

して建て られた外務省所轄の延遼館 も用いられたが、皇居 と

しての利用には至 らなかった。木造塗籠造のいわゆる擬洋風

意匠の建物であった延遼館は、近代国家の施設 としては不十

分であっただろう。

赤坂仮皇居で朝儀に用いられた小御所代(旧 御座間)や 御

学問所(旧 御休息間)で は、室境の欄間を撤去 して2室 を1

室にする改造がなされ、暖炉やガラス障子も導入されたとい

う。御学問所では座敷飾はそのままで仕上げと平面の改変が

行われた らしく、一方で、より表側に位置する小御所代では

床 ・棚などの座敷飾が撤去されて、床高さをフラットにした

奥行きの深い新たな空間が創出されている。しかし旧紀州藩

江戸中屋敷を転用 して殿舎が狭小であったから、いかにも不

十分だ として木造の御会食所が建設された。

明治14年 に完成 した御会食所は[図2]、 梁間28.35尺 、

桁行112.2尺 の建物で、外回りの建具は黒漆塗の格子舞良戸、

内法や蟻壁に長押を廻 し格天井とする。内外装の構成の基本
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は書院造の意匠を採用 しているが、きわめて横長で奥深い室

からなる平面である点は書院造としては異例である。また床

仕上げも絨毯敷きを採用 し、暖炉廻りでは内法長押をとめて

一面の大壁 とするなど、和洋の要素を交えた室内の構成は、

近世に建造 された書院造の殿舎には前例がないものとなっ

た。床仕上げは明治19年 にいたって他の殿舎とともに寄木

造に改修 され、より洋風に近づく意匠となっている(山 崎鯛

介2005)。

このような御会食所の意匠の実態を、明治中期における宮

中儀礼への洋風作法の導入と伝統重視 との相克あるいは妥
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協とみるか、積極的な様式的折衷 とみるか、判断は分かれる

であろう。ただし少なくとも明治政府は、明治4年11月 に

派遣された岩倉使節団などで欧米の事情を把握 していたこ

とは明らかであるから、儀礼形式の西洋化に対応した新たな

様式を模索した結果 と捉えることはできるであろう。

西南の役が終結 した後、国内の安定を待って明治12年 の

造営の議がだされた旧江戸城内での新宮殿の建設が勅許 と

なる。以後曲折を経て明治16年7月 には旧江戸城西ノ丸に

木造で建設することが決定し、明治21年(1888)に 新たな

宮殿が完成 した。これが明治宮殿である。木造での決定以後

の造営経緯 と表 ・奥の建築的な特徴に関しては、山崎鯛介の

一連の研究に詳 しい(山 崎鯛介2003他)。

明治宮殿は、天皇の儀式の場である正殿(計 画時建物名:

謁見所)、豊明殿(同:饗 宴所)、政務の場 となる表御座所(御

学問所)な どからなる表宮殿 と、天皇や皇后の住居 となる奥

宮殿から構成されていた[図3]。 表宮殿の中核をなして朝

儀、宴会の場となる謁見所や饗宴所は、天井が二重折上格天

井漆塗、極彩色張付、長押を廻 して壁は椴子張 り、床は寄木

造、腰板張り、建具は内開きガラス戸で、椅子やシャンデ リ

アを採用 し、壁面の多 くには織物を懸け廻す という和洋折衷

の内装となった。意匠的には、赤坂仮御所の御会食所の構成

をもとに して更に洋風化を進めたものといえる。

立礼でありなが ら伝統的な書院造をもとに創案された表

宮殿の内部の意匠は、今 日的な感覚からは奇異な感もあるが、

当時折衷様式が正当な地位を確保 していた西欧 との同時代

的な感覚でみれば、折衷主義的な意匠と解釈することが可能

であ り、様式的な無理解の産物とい うよりは、極めて正統的

なデザインであったとみることができる。19世 紀の折衷主

義的傾向を高く評価 しない戦後の日本近代建築史では大き

く取り上げられることがない明治宮殿ではあるが、造営に当

たっては、建築工芸の分野で当時最高レベルの仕様が求めら

れており、以後の 日本の建築に及ぼした影響は大きかったと

考えてよい(『明治工業史 建築篇』 日本工業会1930)。

表宮殿の建物配置に関 しては、正面南端に車寄・受付之問、

中庭をはさんで北に正殿を配し、さらに正殿背面には東西に

東溜・西溜を配して饗宴所 となる千種の間、豊明殿を配する。

車寄 と正殿で構成される一郭は、京都御所の紫震殿、承明門

で構成される一郭を参照したものであり、中庭を取 り巻くよ

うに回廊で結ぶ左右対称な配置とする。当初は即位式を想定

したためか、正殿の平面が紫震殿に酷似 した計画案も残るこ

とが山崎によって明らかにされている。しか し結果としてで

きあがった正殿 ・豊明殿を中心とする殿舎群は、平面 ・配置

においても独自の構成 といえるものとなった。西欧式の新た

な儀礼に対応した空間を目指 した表宮殿では、殿舎配置など

に京都御所が参照され、外観に見られる瓦葺木造建築の構成

と内部にみられる意匠に伝統的な要素を採用 しながら、全体

としては建築的にはそれまでなかった様式が創出されたと

いえる。

一方、天皇の日常の住まい となる奥宮殿は、前近代の構成

を色濃く踏襲しており、聖上常御殿の平面は、京都御所の御

常御殿に類似 したものであった。聖上常御殿(天 皇の居所)、

皇后宮御殿(皇 后の居所)と もに暖炉を設け、テーブルと椅
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子を据えて洋式の立礼に対応するものの、内装をみれば聖上

常御殿では折上格天井、皇后宮御殿では格天井であり、とも

に内法長押、蟻壁長押を廻す書院造の構成であった。床仕上

げは聖上常御殿では畳敷の上に絨毯敷であり、皇后宮御殿は

工事中に絨毯敷に変更されたが当初案は畳敷であった。洋式

の立礼に対応 した内装と対照的に注目すべき点は、実際の起

居形式で、明治天皇、皇后 ともに日常は絨毯を敷いた床の上

に座布団を敷いて座位 も採用していたらしい(山崎2003他)、

奥宮殿では表宮殿にみたような和洋の様式的な折衷の試み

は採用されず、両者が併存する状態であった。奠都以前の明

治天皇の京都での 日常生活に整合させ るべく、京都御所の生

活空間を反映 したものであったとい うべきであろう。

2-2.二 つの施設　謁見所と饗宴所

折衷主義的な意匠を採用した表宮殿には、儀礼に対応 した

主たる施設として正殿(謁 見所)と 豊明殿(饗 宴所)が 建て

られている[図4]。 謁見所は西欧における Reception Ha11、

饗宴所は Banquet Hallに 相当するものと考えられる。近代

天皇の国事行為には、古代以来の日本の伝統的な宮中儀礼に

基づく朝儀と、西欧の宮廷儀礼の根幹 となる謁見や饗宴があ

った。宮廷の西欧化を目指 した明治新政府は、賓礼 となる謁

見と饗宴が国事行為の大きな位置を占めていると考えてい

たことが明治宮殿の構成に示されているといえる。ただ し一

方で、江戸時代以降の宮廷内は一貫 して古代的な朝儀再興の

機運の延長にあった(小 沢朝江1999、 藤田勝也2007)。 伝

統的な朝儀を西欧化を進 める建築 とどのように整合させて

いくかは大きな課題であったといえる。

伝統的な朝儀の最上位 として一代一度の即位式をどこで

挙行するかは、大極殿焼亡をうけた平安末期以来の課題であ

った(溝 口正人1996)。 江戸時代には一貫 して古代的朝儀の

再興が求められ、京都御所の紫震殿を中心とする一郭は、平

安宮内裏を変形させた中世内裏の形式が採用 された。そ して

近代においては京都御所の維持保存が図られて即位式の場

所に定まり、朝儀としての即位式の挙行は、建築的な課題 と
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はならなくなった。結果 として年中行事の宮廷儀礼を挙行す

る場 となった東京の皇居宮殿での朝儀 としては、新年拝賀

(1月1日)と 三大節会、つまり新年宴会(1月5日)、 紀

元節賜宴(2月11日)、 天長節賜宴(11,月3日)が 定まる。

これら拝賀・節会は、「公」の空間である表宮殿で催行され、

正殿(謁 見所)と 豊明殿(饗 宴所)が 会場 となった。

新年拝賀は、古代では即位式に準 じた儀式であり、大極殿

と朝堂院がその会場とされたが、平安時代に至ると内裏での

小朝拝に変わる。明治宮殿では正殿がその会場とされた。正

殿は広さが160畳 で廻廊に囲まれた中庭(南 庭)に 面して

建ち、京都御所の紫震殿の一郭に相応する構成を示す。正方

形に近い正殿の平面は表宮殿の殿舎の中では特異であるが、

参照された京都御所(安 政度)の 紫震殿に準じたものといえ

る。一方で賜宴の会場となる豊明殿は正殿の背後に建つ建物

で、断面構成は正殿に類似するが、大人数を収容するために

東西に長い平面で272畳 と規模が大きく、祖形は赤坂仮皇

居の御会食所である。これ ら表宮殿の殿舎には、前述の通 り

対外儀礼の洋式化を進めた政府の意向が反映されて、立礼に

伴 う西欧の構成を色濃 く参照 した室内意匠が採用された。

このように明治宮殿では儀礼としての謁見と饗宴が宮殿

の 「公」の空間に求められた機能であり、謁見と饗宴、それ

ぞれに対応 した施設、領域が設定された。そして採用 された

意匠と形式は、近代 という時代、あるいは範を求めた西欧と

の関係に汎用性を求めたものであった。

このような宮殿建築に求められた意匠と形式の志向性は、

時代の相違を越えて古代 と共通する点でもある。古代の最終

形となった平安宮の場合、朝賀、拝礼の場となる朝堂院と饗

宴の会場 となる豊楽院 という二つの領域が宮城内の中核に

設定されており、中国長安城の大明宮でも同様な構成が指摘

されている。古代において参照すべき対象は中国であ り、近

代においては西欧であったとい う相違を除けば、同様な構図

が古代 と近代に見いだせるのである。

明治宮殿の場合、設計段階で 「会食所」(豊 明殿)に 想定

された収容人数が156人 、「控所」では合計2356人 が使用

すると想定されているとい う(山崎2004.8)。 明治22年2月

11日 に開催 された憲法発布豊明殿御宴では、ロの字型に並

べ られたテーブルに着席した参列者は合計120名 であった

とい う。豊明殿の内観写真をみると、272畳 とい う内部空間

はこの広漠さを希求 したのではないかとさえ思われる。「公」

の場 となる表宮殿には日常空間としてのスケールは必要 と

されなかったのであ り、逆に非 日常的な空間の大きさによっ

て、王権を表象することが意図されたといえる。

山崎によれば、明治宮殿の正殿と豊明殿は施工途中の設計

変更によって部材的に木造で可能な限界まで天井が嵩上げ

されることとなったという(山 崎2003他)。 結果 として天

井高さは正殿(謁 見所)で7メ ー トル近く(22.92尺)、 豊

明殿(饗 宴所)で7.2メ ー トル(23.89尺)に 及んだ。書院

造で最高の形式といえる二重折上げ格天井を採用 した二条

城二の丸御殿大広間上段の間の天井高 さは4.7メ ー トル

(15.62尺)で あるか ら、近世との天井高さの相違はあまり

に大きい。同様な折上げ格天井や長押という伝統的な意匠を

採用 しながら、実現された空間のプロポーションは伝統の範

疇から大きく逸脱するものとなっているのである。

平安宮内裏は広漠であるが故に放棄されることとなった

が(『 中右記』同年5月15日 条)、古代宮都において目指 さ

れた朝堂院の広大さを思い起こせば(溝 口正人1996)、 スケ

ール的な非日常性、広漠 とした空間は、宮殿建築の 「公」の

空間の原初的な志向性 として理解するべきものといえる。

賓礼は国家にとって重要課題であり、結果 として宮殿にお

ける 「公」の空間の整備へと向か う。その場合、どのような

建築様式を採用するかがいつの時代も問題 となる。明治宮殿

で選択 された構造 ・意匠は、伝統技術に基づ く確実性か ら木

造、瓦葺、書院造を基本 としつつ、一方で起居形式 としては

西欧に準じて立礼が採用された。

表宮殿は和風の意匠要素を採用 しながら、洋風の儀式を行

う空間であり、空間のプロポーション、柱などの部材寸法は

住宅建築 とはかけ離れたもので、外観 とともにむ しろ寺院建

築に近いといえる。そ して内装は、高級なクロス張の壁仕上



げとカーテン、絨毯張で舗設 された。社寺建築のような重厚

な形態でありながら屋根に暖炉の煙突が突出す る外観、洋風

を加味した極彩色の内装となった明治宮殿表宮殿の建築様

式は、近代に創出されたものと見なさざるを得ないものであ

り、空間的には近世の宮殿(内 裏)と は全く異なったものと

なった。一方で奥宮殿は、畳の上の絨毯敷きや暖炉、シャン

デ リアなどに洋風の要素が認められるが、その他の意匠は前

近代の住宅建築を基本とする。

このように表宮殿と奥宮殿では、採用される建築形式、使

用形態で大きく異なってお り、前者が新規性に富む一方で、

後者は前代の構成 を踏襲 している点には改めて注 目する必

要がある。なぜならば 「公」と 「私」というふたつの相違す

る空間に対応 して異なる建築様式が併存 し、前者が新規性に

富む一方で、後者は前代の構成を踏襲している点に関しては、

近世の内裏も同様であったからである。寛政2年(1790)造 営

となった寛政度内裏では、紫宸殿や清涼殿などの 「公」の建

築は古代の再現を目指 したものであったが、採用された 「復

古」様式は、実態としては同時代の風潮を反映したものであ

り(小 沢朝江1999)、 当時の知識を動員した近世の理解に基

づき新規に創出されたものであった。一方で 日常の居所とな

る常御所には一貫 して当時の住宅様式である書院造が採用

されていた(藤 岡通夫1956他)。 さらに古代平安宮にまで

目を転 じるならば、中国建築の様式に準 じて瓦葺、土間床を

採用する朝堂院の建築群 と、檜皮葺、高床を採用する内裏と

の相違にも同様な構図は見いだせる。このような相違は、そ

のまま宮殿建築における時代を超えた 「公」と 「私」の相違

とみてよいように思われる。

古代宮都の最終形となった平安宮の形式 と空間概念は、安

貞元年(1227)の 内裏焼失後も変容を遂げながら中世以後

に継承された。王権に伴 う儀式を代表する天皇の即位式を分

析対象 として、この点について別途詳細に論 じたことがある

(溝口1996)。 復古様式を採用 した近世内裏(御 所)で は平

安宮が宮殿建築の古典として認識 されて、江戸城西ノ丸に新

たに建設 された明治宮殿は、この近世内裏が参照されるべき
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存在 となった。時代的に大きく異なっていても平安宮と明治

宮殿は建築的に無関係な存在ではない。さらに上述のように

「公」と 「私」とい うふたつの空間に対応 した建築 とい う理

解でも同様な構図がみられるわけである。その場合、人間の

日常生活に関わる「私」の空間が保守的な傾向を示す ことは、

理解可能であるが、改めて注目すべきは 「公」の空間に新た

な建築様式が採用され創案される点である。なぜ 「公」の空

間にはそのような志向が働くのであろうか。

3.賓 礼からみた古代日本の宮殿

国家的な儀礼として王位継承を告知する即位儀式と対外

的に国家、王権の存在を示す賓礼(外 交儀礼)は 、王権の存

在を可視化するうえでの重要な要素であり、両者は不可分な

関係にあった。明治宮殿の成立過程に示 されるように、「公」

の空間の宮殿建築に求められた基本は、そのような儀礼を謁

見や饗宴 といった行為 として空間的にどのように実現する

かにあった。

その場合、日常的な対応が迫られる賓礼への対応は宮殿建

築に対する原初的な課題 といえ、古代と近代は、国際関係が

政治的に重要な課題 となったこともあり、賓礼と建築空間と

の関係がより明瞭に意識 された時代といえる。逆に、対外的

な儀礼が多く求められなかった中世の内裏においては、本来

は 「私」の空間に属する紫宸殿を中心とする一郭が矮小化 さ

れた古代的な空間を保持 し、近世においてはこの一郭に古制

の再現がはかられたのであったと、古代から近世への宮殿建

築の変遷は理解可能である。

賓礼を確立する上で、近代 日本が対応すべき世界は西欧で

あったが、古代日本が対応すべき世界は東アジアで、参照す

べき社会 ・文化は中国であった。日本列島の政権と中国の交

流は古く、断続的ながら直接的に中国の制度や儀式次第の導

入がはか られているが、中央集権国家が成立して遣隋使や遣

唐使が催行された段階では、律令制度などの社会制度、知識

体系 としての宗教や書籍などが、直接中国から招来された。

「公」の空間が成立する上で大きな鍵となる賓礼においても
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中国の影響のもと、やがて日本で独 自の展開を示 した。

日本における6世 紀から9世 紀の賓礼の動向を分析 した

田島公によれば(田 島公1985)、 参照すべき中国の賓礼は、

元日拝賀など暦 日の嘉礼と重ねて挙行される場合が多く、唐

の6世 紀から9世 紀の動向として、謁見(拝 礼)と 饗宴は別

殿舎である場合が多いようである。また田島は、日本におい

ては藤原京から長岡京にかけてでは大極殿で拝賀が行われ、

朝堂で饗宴が開催されてお り、平安宮に至って大極殿が拝賀

の場、豊楽殿が饗宴の場になることを指摘する。平安宮では

大極殿 ・朝堂院と豊楽院が、それぞれ拝賀と饗宴に対応 して

いる施設であることは、儀式書や 日記に記された儀式次第か

ら明らかである。橋本義則は天皇出御の儀式に大極殿出御型

と閤門出御型があり、平安宮では後者が豊楽院での儀式に対

応 していく点を指摘 している(橋 本義則1984)。 白雉2年

(651)に 孝徳天皇が遷居 した難波長柄豊碕宮(651～686)

以降、広大な朝庭を確保する朝堂院が建築群 として確認 され、

日本における宮殿建築を特徴づける点となっているが、朝堂

院が成立 していくプロセスの中で、謁見(拝 賀)と 饗宴 とい

う儀式との空間的な整合性の観点からは平安宮が完成型 と

考えてもよい[図5]。 逆に古代における朝堂院成立のプロ

セスは、中国的な国家儀式 としての嘉礼、賓礼をいかに空間

化 していくかのプロセスであった と言い換えることもでき

る。つま り嘉礼、賓礼 と宮殿の 「公」の領域は密接に関係 し

ているのであり、嘉礼、賓礼が道具立てとして王権を可視化

す る大極殿を中心殿舎 とした空間を必要 としているとも理

解できる。

以上の理解を前提にすれば、嘉礼 ・賓礼の盛衰は朝堂院の

消長に反映 されることになる。実際、政治的な動向を確認す

ると、8世紀から9世 紀にかけての緊張する国際情勢の中で

は、遣唐使、遣新羅使、遣渤海使の派遣、新羅使、渤海使の

来朝と外交使節の往来が頻繁であったことが注 目される(栄

原永遠男1991、 瀧浪貞子1991参 照)。 大宝元年(701)に

三十年以上の中絶を経て再開された遣唐使は、粟田真人を正

使として派遣されることとなり、翌年10月 に入唐 した真人

を則天武后は麟徳殿で歓待 したという(『新唐書』 日本伝、

増村宏1972参 照)。 この遣唐使の情報が平城京成立に影響

を及ぼしたことが指摘されているが、外交使節の往来に伴 う

賓礼の会場 としての宮殿の再考もなされたであろう。結果、

大明宮含元殿 と類似 した第1次 大極殿前面の龍尾道の構成

も導入されたと考えられる。

天平勝宝4年(752)に 派遣 された遣唐使副使の大伴古麻

呂は、翌年(唐 天宝十二載)元 日に長安城蓬莱宮(大 明宮)
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含元殿で催行 された元日朝賀に参加 した。『続 日本記』天平

勝宝六年一月三十日条には、古麻呂が奏上 した同 日の朝賀で

の騒動の報告を以下の通り記す。

「天平勝宝六年正月…副使大伴宿禰古麻呂、自唐国至、古麻

呂奏日、大唐天宝十二載(753)、 歳在癸巳正月朔癸卯。百

官 ・諸蕃朝賀。天子於蓬莱宮含元殿受朝。是 日。以我、次

西畔第二吐蕃下。以新羅使、次東畔第一大食国上。古麻呂

論日。自古至今。新羅之朝貢大 日本国久矣。 而今、列東畔

上。我反在其下。義不合得。時将軍呉懐実見知古麻呂不肯

色。即引新羅使。次西畔第二吐蕃下。以日本使、次東畔第

一大食国上。」

拝礼当日、古麻呂は日本の序列が新羅の下位 とされたこと

に強硬に抗議 し、将軍呉懐実は日本 と新羅の席次を入れ替え

ることに同意せざるを得なかったとい う。新羅にとって屈辱

的 といえるこの事件は新羅との政治的な衝突に発展し、同年

に派遣された遣新羅使の小野田守が追い返されるとい う事

態に至る。東アジア政治史における注 目すべき事件であるが、

建築的にいま注 目すべきは、賓礼での空間的な序列が中国を

頂点とする東アジア世界においていかに重要であった とい

う点である。そして9世 紀までは新羅使や渤海使の来朝は多

かったから、日本においては賓礼の威儀を整える上での宮殿

の整備は最重要課題であったといってよい。どこまでの整合

性が見いだせるかの問題はあるが、中国の宮殿建築を参照し

ながら、日本の宮殿建築は整備されたのだといえる。さらに

日本に限らず、東アジアの国家の宮殿建築には、配置形式を

はじめとして中国の影響が認められる[図6]。

逆にこのような理解に立つならば、平安宮において朝堂院

や豊楽院が維持再建されなくなる原因の重要なひとつに、賓

礼の必要度の低下があったとみることができる。寛平6年

(894年)、 遣唐使が菅原道真の建議により停止されたこと

は周知のことであるが、渤海使来朝の最後が延喜17年(917)

であり、10世 紀の東アジアの状況において経済的な交流が

重要になっていく一方で、国家的なレベルでの外交の必要性

と意志が低下 した(平 野卓治1996)と いうことを、外国使節
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の来朝の減少の動向は物語っている。

9世 紀以降は賓礼への天皇の出御が減少 し儀式の所轄が

太政官へ変化することを田島は指摘するが、この変化は平安

宮において国家儀礼としての賓礼の位置づけの低下、形骸化

を示 している。このような変化は当然のことながら都城や宮

殿建築にも影響を及ぼす。天元3年(980)の 台風で倒壊 し

た羅城門は以後再建されず、康平6年(1063)に 焼亡 した豊楽

殿も以後再建されなかった。外国使節の来朝に備え帝都の威

儀を示す必要性の低下は、これ らの施設の存在理由を失わせ

たのである。結果 として朝堂院のみが、国家の大儀である即

位式の場として存続するが(溝 口1996)、 安元3年(1177)

の太郎焼亡以後、建築群は再建 されず廃絶に至る。

朝堂院の廃絶によって宮城は内裏に限定され、宮殿は天皇

の私の空間である居宅としての性格を強めることとなる。居

宅であれば、もはや広漠 とした大内裏の中にとどまる必要も

なく、里内裏 として京中に造営されることになる。西欧の王

宮の多くがそうであるように、日本の宮殿 も市中に占地した

王の居宅となった。朝堂院の廃絶は、賓礼を成立させること

を一義的な目的とした 「公」の空間とそのための建築が消滅

することを意味した。このような空間的な変化は、宮殿建築

における中世到来の画期 となる事件であったといえる。

4.近 代と古代の相似

以上、賓礼 との関係から宮殿建築を理解するとき、平安宮

における大極殿と豊楽殿、明治宮殿における正殿と豊明殿、

双方の構成に共通性が見いだせる。明治宮殿では、「公」「私」

の空間的な差異が明確に意識され、公の空間に中世以来廃絶

していた謁見 ・饗宴ふたつの建築が復活した。これは近代に

おいて、古代と同様に賓礼が再び重要度を増 した結果である

と理解することができる。

さらに建築意匠の側面から見れば、公の空間の建築が時代

性に基づいて新規の様式を選択することが多かった点は、民

族的な伝統に基づ くものと考えられがちな宮殿建築の本質

的な志向性と、結果としての文化的な重層性、折衷性を示す

ものとして注目される。彌永は、釈奠儀礼の導入に当たって

の高麗と日本の相違を指摘する(彌 永貞三1972)。 釈奠 とい

う中国起源の一儀式においても、文化の相違により受容の差

異が生じるのであるから、より強く伝統が意識される宮殿建

築では、文化的重層に基づく多様性が生 じた としても驚くに

は値 しない。明治宮殿の建築的な成立過程は、建築文化の重

層性を物語ってお り、現象としての古代 との相似は、時代を

超えた日本の建築の志向を理解する可能性 を示 していると

いえる。
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